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本計画の推進に当たり，庁内の関係課（健康づくり課，こども課，学校教

育課，介護保険課，市民課，福祉課，農林課等）が連携し，相互の施策や事

業による相乗効果を意識して 分野の多様な取り組みを推進します。

この計画の推進や関係機関との調整を図るために，保健，医療，福祉，介護，

教育等の関係者や市民から構成される「医療費適正化推進委員会」「地域医療

連携ネットワーク会議」「自殺対策本部会議」で計画進捗状況の検証等を行い，

施策や事業の適切な方向性を確認し改善につなげます。

また，計画初年度には成人の健康づくり部門と国民健康保険部門を統合し，

市民の健康増進を守りつつ，国保財政の適正な運営を行っていきます。機構改

革による庁内連携体制を充実させ，医療情報を活用した健康づくり，医療の適

正化の取り組みを強化していきます。
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